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飛騨牛の輸出の停止・自粛について 
 

１月１６日、EU 向け輸出牛肉の残留物質等モニタリング検査において、飛騨牛の筋肉の１

検体から、EU の残留基準値を超える塩化ジデシルジメチルアンモニウム（※）が検出された

旨、国から連絡を受け、現在その原因について調査を進めています。 

これを受け、と畜事業者において EU 向け飛騨牛の輸出を一時停止、EU 以外の海外向け輸

出を一時自粛しましたので、以下のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ モニタリング検査の概要 

・EU 向け輸出牛肉は、輸出業者において自主的に残留物質等モニタリング検査を実施する

こととなっております。 

・飛騨ミート農業協同組合連合会において、令和 5 年 12 月に採取され、検査機関に送付し

た 1 検体から、当該物質が検出（0.14ppm）されました。 

 

２ 当該物質が検出された原因について 

 ・当該物質が検出された原因について、国の指導のもと、現在調査中です。 

 

３ 対応状況 

 ・この事案を受け、飛騨ミートにおいて、農家及び搬送者に、消毒薬使用に係るチェックシ

ートの提出を求め、消毒薬の適正な使用が認められない限り牛の搬入を認めないこととし

ました。 

 

４ 販売状況 

 ・当該物質が検出された牛の飼養農場からの出荷分は、すべて販売が自粛されています。国

内流通には影響はありません。また、消費者の健康には影響ありません。 



 

 

※ 塩化ジデシルジメチルアンモニウムについて 

・逆性石けん（消毒薬）の有効成分の一種で、消毒薬は畜舎の消毒や畜産関係器具の消毒等

に使用されます。 

・食品衛生法では、牛の筋肉における当該物質の含有量基準値は 0.05ppm 以下となってい

ます。 


